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第10章 工程の検討 

事業全体のスケジュールは表 10-1 のとおりである。表 10-1 のうち破線で示したスケジュール

は基本構想における事業スケジュール（案）であり、本計画を策定する際に、より詳細に検討す

るとしていたものである。特に事業者選定支援業務と施設整備の実施期間を以下のとおり検討し

た。 

令和４年度から令和５年度にかけて生活環境影響調査を実施しており、当該調査の終了後に都

市計画決定手続及び事業者選定手続に着手する予定である。事業者選定段階（事業の公告、事業

者選定・決定）では、専門的な助言を受ける事業者選定支援業務を委託する予定であり、事業者

選定に必要な期間は、事業者側に提案内容を十分検討できる時間を与え、事業者の未精査に起因

する金額上昇リスクを回避するため、２年間（令和５年度中旬～令和７年度中旬）とする。 

施設整備に必要な期間は、働き方改革だけではなく、社会情勢の変化による資材等の納期が遅

れていること等を考慮し、事業者への調査を基にして現在の社会情勢を考慮した適切な工期を設

定した。焼却施設と資源化施設の工期としては、焼却施設は４年間（令和７年度中旬～令和 11年

度中旬）、資源化施設は３年間（令和 11年度～令和 13年度）とする。 

 

表 10-1 事業全体のスケジュール 
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・・・基本構想において事業スケジュール（案）としていたもの


